特別養護老人ホームあじさい苑
職員第2駐車場の原状回復工事原状回復工事仕様書
１　工事名
特別養護老人ホームあじさい苑職員第2駐車場の原状回復工事
２　工事場所
千葉県市原市新堀字小鳥向９７９番２　　　　７２．００㎡
千葉県市原市新堀字小鳥向９７５番１　　　２４７．００㎡
千葉県市原市新堀字小鳥向９７８番１　　　３３３．００㎡
千葉県市原市新堀字小鳥向９７４番４　　　　６２．００㎡
千葉県市原市新堀字小鳥向９７８番４　　　　７２．００㎡
千葉県市原市新堀字小鳥向９７９番１　２，８０３．００㎡

３　工事概要
特別養護老人ホームあじさい苑職員第２駐車場について、既設工作物等の撤去及び敷地整備を行い、安全かつ適正な駐車場機能を回復するため原状回復工事を実施する。

４　工事内容
本工事は、次の内容を含むものとする。

（１）撤去工事
· 既設砂利材、草等の撤去 
· 区画線（ロープ）の撤去 
· 電柱、電線撤去
· 廃材運搬処分 
（２）整地工事
· 残土処分 
· 敷地整地 
· 転圧作業 
（４）附帯工事
· その他本工事に必要な一切の工事 

５　工期
契約締結日から令和８年６月３０日まで

６　施工条件
1. 施設運営及び職員の通行に支障がないよう施工すること。 
2. 工事期間中は安全管理を徹底し、第三者災害防止に努めること。 
3. 騒音、振動、粉塵等について必要な対策を講じること。 
4. 工事車両の出入りについては、施設管理者の指示に従うこと。 
5. 作業終了後は現場清掃を行い、整理整頓に努めること。 
6. 工事に必要な仮設物及び養生は受注者負担とする。 

７　使用材料
1. 使用材料は新品とする。 
2. 砕石、舗装材料等は、一般的品質基準を満たすものとする。 

８　関係法令等
受注者は、工事施工にあたり、次の関係法令等を遵守すること。
· 建設業法 
· 労働安全衛生法 
· 廃棄物処理法 
· 道路交通法 
· 騒音規制法 
· 振動規制法 
· その他関係法令及び条例 

９　提出書類
受注者は、契約後速やかに次の書類を提出すること。
· 工程表 
· 産業廃棄物処理関係書類 
· 完成写真 
· 完成図書 
· その他発注者が必要と認める書類 

１０　検査
1. 工事完了後、発注者の完成検査を受けること。 
2. 検査の結果、不適当と認められた箇所については、受注者の負担により速やかに補修すること。 


１１　保証
工事完成後１年間は、施工不良による不具合について受注者の負担により補修を行うこと。

１２　その他
1. 本仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者協議のうえ決定する。 
2. 現地状況については、入札参加者において事前確認を行うこと。 
3. 工事数量は参考数量であり、現地精査により変更する場合がある。 


